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日本における安全なまちづくり活動
「セーフコミュニティ」に関する比較分析

白　石　陽　子

概要
国際的な安全なまちづくり活動「セーフコミュニティ（SC）」は、2006 年以来、日本におい

ても活動が広がっており、2013 年 11 月現在では 13 のコミュニティ（自治体及びその一部の
区）が公式に SC 活動に取組んでいる。本研究では、これらコミュニティの比較研究を、文献
調査、インタビュー調査、参与観察によって行った。その結果、日本においては、SC 導入の
動機として、地域の安全向上に加えて「協働のまちづくり」に向けた「地域の絆づくり」そし
て、取組み成果の測定・評価の仕組みの導入などによる「地域力の向上」が期待されているこ
とが明らかになった。SC 活動を導入することで、地域力向上に向けた分野横断的な協働の体
制と PDCA サイクル構築の前に地域の安全診断（See）を行う、「S ＋ PDCA サイクル」が整
えられる。その一方で、3 つの課題（既存の取組みとの違いの明確化、成果の可視化、継続性
の確保）も明らかになった。これらの課題を解決し、日本において SC 活動の成果として期待
されている「地域力の向上」を実現するためには、SC 活動によって得られる体制と仕組みを
機能させる能力を今後いかに養っていくかが重要となる。

キーワード：セーフコミュニティ、安全なまちづくり、傷害予防、地域協働、成果測定・評価

第 1章　はじめに

1　研究の背景
日本は、世界でも安全な国の一つと言われてきた。しかし、近年では安全に対する不安が高

まっており、「かつてほど安全ではない」という声がこれまでにも増してきかれるようになっ
ている。例えば、内閣府が 2008 年に実施した世論調査によると、「今の日本は安全・安心な国
か」という問に対して、「そう思わない」が 55.9% と半数以上を占めており、「そう思う」の
39.1％を上回っている 1）。その主な要因として挙げられた項目は、犯罪や経済的な不安定さ、
テロ行為等による国際的な政治情勢など多岐にわたる。さらに、2011 年 3 月 11 日の東日本大
地震によって被災時の安全に関する関心も高まっている。このように、社会における不安要因
が広範囲にわたるなか、行政があらゆる安全の確保を全て担うには限界があり、住民たちの間
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にも自分たちが住む地域の課題は自分たちでも対応していこうという姿勢がみられるように
なった。つまり、公助に頼るだけではなく、地域の共助の重要性を認識し、そのための「絆づ
くり」や「地域力」が注目を集めるようになった。

そのようななか、世界レベルで広がっている「地域の協働」を基盤とした安全なまちづくり
「セーフコミュニティ（以後「SC」と記する）」に対する関心が高まっている。SC とは、一言
でいえば、コミュニティを構成する多様なアクターの協働のもと、不慮の事故及び意図的要因
による傷害の予防を通して安全なまちづくりを進める取組みである。その取組みの対象は、コ
ミュニティ全住民のあらゆる生活環境・状況における傷害及びその原因となる事故、暴力、災
害等である。そのため、日常生活における各種不慮の事故による受傷、暴力（虐待含む）や犯
罪などによる被害、自傷・自殺、加えて近年では自然災害による人への被害も含まれ、対象と
する領域は幅広い。この SC は、近年世界規模で急速に広がっており、とりわけアジア地域に
おける普及は著しい。日本においては、2006 年に活動が公式に始まって以来、徐々に広がっ
ており、2013 年 11 月末現在、14 の自治体及びその一部の地域が SC の手法を取り入れて安全
なまちづくりに取組んでいる。国もその活動に着目し始めており、関連省庁が SC に取組む自
治体へ情報提供を求めたり、交通安全白書（2008 年度版）や厚生労働白書（2010 年度版）な
どでその活動を紹介している。

2　研究の目的
前述のように、SC 活動の対象は広範にわたる。そのため、公衆衛生を中心に様々な分野に

おいて SC に関連する研究が行われている。しかし、SC そのものの研究は、世界的にみても
まだ限られている。我が国においても、傷害を健康課題としてとらえる公衆衛生分野での研究
をはじめ、犯罪、交通安全、福祉、建築など様々な分野において、SC 活動が取組んでいる課
題と重なる研究が行われているものの、SC そのものを対象とした研究は進んでいない。

このような状況を踏まえ、本研究では、近年、我が国において広がっている国際的な安全な
まちづくり活動「セーフコミュニティ（SC）」を政策的視点から取り上げる。

まず、我が国における SC に取組む自治体（及びその一部の地域）の概要を整理する。その
うえで、それらの自治体が SC に取組むこととなった動機・経緯、活動内容、現時点における
到達点等を比較することにより、我が国において SC が果たす役割と、現時点での課題を整理
し、その上で今後の展望について考察を加える。

第 2章　研究対象及び方法

1節　研究対象
まず、SC 活動の概要について紹介しておく。SC 活動は、スウェーデンにあるカロリンスカ

研究所（医科大学）と世界保健機関（WHO）が協働で設置している「WHO Collaborating 
Center on Community Safety Promotion（以下、WHO CCCSP と記す）」が中心となって推
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進している地域の協働に基づいた安全なまちづくりに向けた活動で、その基本的姿勢は傷害及
びその要因となる各種事故や自殺、暴行、自然災害による（人への）被害を予防することであ
る。この取組みを以下の 7 つの指標（1012 年までは指標 4 を除く 6 指標）にそって進め、そ
の結果として「国際的な認証プログラムのネットワークの一員として、全ての年齢層、両性、
あらゆる地域における安全向上及び傷害・暴力・自殺の予防と自然災害に起因する事象（外
傷）の予防に取り組んでいる自治体、つまり州・県・郡や市町村、あるいはその一部（筆者
訳）」として WHOCCCSP によって認められたコミュニティが SC である 2）。

指標 1：安全向上に関する多様な分野の代表からなるグループによって運営される、パート
ナーシップと協働に基づいた推進体制（がある）

指標 2：両性・全ての年齢層・環境・状況を対象とする長期・継続的な取組み（を行ってい
る）

指標 3：リスクが高い集団及び環境を対象としたプログラム及び弱者の安全向上のための取
組み（を行っている）

指標 4：（入手及び活用）可能な根拠に基づいた取組み（を行っている）
指標 5：傷害の発生頻度と原因を記録する取組み（を行っている）
指標 6：プログラム、工程、変化による効果をアセスメントする評価方法（を有している）
指標 7：国内外のセーフコミュニティのネットワークへの継続的な参加（がある）3）

SC 活動は、1970 年代にヨーロッパを中心に増加していた交通事故をはじめとする外的要因
による受傷等を健康課題とした WHO が、当時、スウェーデンの自治体で展開されていた包括
的な傷害予防活動に取り組んでいたメンバーたちとともに構築した地域レベルでの傷害予防活
動が基盤となっている。1989 年には、傷害は健やかな生活を送るうえで不可欠な健康を阻害
する因子と位置づけられ、その予防活動として SC の概念が示された（第一回世界事故・外傷
予防会議：ストックホルム会議）4）。また、この会議において、SC を実現するための実践項
目として「関連分野との連携」や「コミュニティレベルでの取組みの重要性」、「環境の整備」
などが定められ、それらを基盤として、地域レベルでの安全向上ための方法として SC 活動の
フレームワークがまとめられた 5）。

また、この会議の成果として SC のマニフェストがまとめられ、WHO の事故予防及び傷害
管理に関する世界的対策の基本でもある「全ての人は等しく健康で安全である権利を有する」
ことが示された 6）。

その後、世界規模で SC が普及していくなかで、アジアにおいても SC に対する関心が高ま
り、韓国のスウォン市の認証（2002 年）を皮切りにアジアでの活動が活発になっていった。
日本においては、2000 年ごろにその概念が研究者によって紹介されたが、実際に活動が始まっ
たのは、2006 年に京都府亀岡市が京都府の支援のもと SC に着手してからである。その後、国
内でも SC は次第に広がり、2013 年 11 月末現在、13 自治体が公式に SC 活動を展開してい
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る。加えて正式に認証を目指してはいないが、その手法を導入したまちづくりを目指ざした
り、SC 認証を視野に入れつつ取組みの導入を検討している事例もあり、日本は、アジアのな
かでもその取組みが活発な国の一つとなっている。

本研究では、これら自治体のうち SC に認証されたあるいは認証を目指して SC に取り組ん
でいる 7）13 自治体（及びその一区域）を対象とする。

なお、先にも述べたが、日本では SC の取組みは、ほとんどが基礎自治体を単位としている
が、SC の活動単位は必ずしもその必要はなく、州や県から基礎自治体の一部まで多様なケー
スがある。日本でも行政区単位での取組みも見られるため、以後取組み主体を「コミュニ
ティ」と記することとする。

第 2節　研究方法
研究の方法としては、まず、文献調査を行った。SC 認証までの経緯や取組み内容について

調査するにあたっては、コミュニティが認証申請の際に提出する「セーフコミュニティネット
ワークメンバーになるための申請書」を用いた。加えて、すでに認証審査されたコミュニティ

（亀岡市、十和田市、厚木市、箕輪町、豊島区、小諸市、横浜市栄区、松原市、久留米市）に
ついては、認証申請の際に審査員を迎えて行う現地審査に用いた報告資料も補完資料とした。
また、認証申請前のコミュニティ（北本市、甲賀市、秩父市、鹿児島市）については、パンフ
レット等をはじめ SC 推進のための書類や新聞記事等を用いた。併せて対策委員会等会議での
参与観察を行い、情報を収集した。さらに、書類等に記載されていない内容については、各コ
ミュニティで SC 活動を担当している行政職員を中心に聞き取り調査を行った。

第 3章　研究結果

3-1 セーフコミュニティに取組むコミュニティの概要
先にも述べたように、日本における SC 活動は、2000 年ごろから、限られた研究者や自治体

等によって研究がなされていたが、実際に SC 活動が動き始めたのは、2006 年に京都府亀岡市
がセーフコミュニティに公式に着手してからである。

その後、約 7 年が経過し、2013 年 11 月現在、公式に SC 活動を推進しているコミュニティ
は 13 に増えている。うち、認証されているのは 8 コミュニティ（亀岡市、十和田市、厚木
市、箕輪町、豊島区、小諸市、横浜市栄区、松原市）、認証内定が 1 コミュニティ（久留米
市）、そして 4 コミュニティ（北本市、甲賀市、秩父市、鹿児島市）が認証に向けて活動を推
進している。他にも京都市北区のように、公式に認証取得を目標として位置づけていないが、
SC の手法を用いてまちづくりを進めているコミュニティもあるが本研究の対象とするこれら
13 コミュニティの概要は次の通りである。
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表 1　セーフコミュニティ活動に取組むコミュニティの概要

自治体 人口
（人）

面積
（k㎡）

人口
密度 基準日 備考

1 京都府亀岡市 92,945 224.9 413.3 2012.9.1 認証（2008 年 3 月、2013
年 2 月）

2 青森県十和田市 65,355 725.7 90.1 2012.8.31 認証（2009 年 8 月）

3 神奈川県厚木市 224,701 93.3 2408.4 2012.9.1 認証（2010 年 11 月）

4 長野県箕輪町 25,563 86.1 296.9 2012.9.1 認証（2012 年 5 月）

5 東京都豊島区 265,897 13.0 20453.6 2011.1.1 認証（2012 年 11 月）

6 長野県小諸市 44,207 98.7 447.9 2012.1.1 認証（2012 年 12 月）

7 神奈川県横浜市栄区 124,866 18.6 6713.2 2010.10.1 認証（2013 年 10 月）

8 大阪府松原市 124,498 16.7 7472.9 2012.10.1 認証（2013 年 11 月）

9 福岡県久留米市 305,699 229.8 1330.3 2013.5.1 認証予定（2013 年 12 月）

10 埼玉県北本市 69,106 19.8 3483.2 2013.8.1 2012 年公式に開始宣言

11 滋賀県甲賀市 94,125 481.7 195.4 2012.5.31 2012 年公式に開始宣言

12 埼玉県秩父市 67,870 577.7 117.5 2012.10.1 2012 年公式に開始宣言

13 鹿児島県鹿児島市 608,819 547.1 1112.9 2012.9.30 2013 年公式に開始宣言

出典：豊島区セーフコミュニティサミット資料及び各自治体が提出した認証申請書、SC 着手の書簡をも
とに筆者作成

まず、SC に取組むコミュニティの所在地をみると、関東地方（埼玉県 2、東京都 1、神奈川
県 2）と関西地方（京都府 1、大阪府 1、滋賀県 1）に比較的まとまっているものの、東は青森
県（十和田市）、西は鹿児島県（鹿児島市）と国内に広く分布している。また、面積規模でみ
ると、豊島区（13k㎡）から十和田市（725.7k㎡）、人口規模でみると、約 2.6 万人（箕輪町）
から約 60.9 万人（鹿児島市）と幅広い。また、取組みの単位としては、現時点では市が最も
多いが、町あるいは市内の（行政）区といった単位での取組みもみられる。このように SC に
取組むコミュニティに特定の傾向はみられない。

3-2　セーフコミュニティ活動導入の動機・経緯
では、これらコミュニティは、どのような動機や経緯で SC に取組んでいるのか。それぞれ

の SC 導入の動機と経緯について整理するといくつかの傾向がみられる。
まず、紹介によるケースと独自に SC の概念に出会ったケースに分けられる。紹介によるも

のは、府県レベルからの紹介と友好協定等を結んでいる市町村から勧められたケースがある。
亀岡市は京都府から紹介された。また、十和田市は県保健所、箕輪町及び小諸市は長野県警察
本部からである。他の自治体からの紹介あるいは勧めによって SC に取り組んだのは、豊島区
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と秩父市である。豊島区は、防災協定を結んでいる箕輪町から、秩父市は友好都市協定を結ん
でいる豊島区から紹介され関心をもった。

一方、独自に SC を開始した例としては、厚木市、横浜市栄区、松原市、北本市、久留米
市、甲賀市、鹿児島市である。これらのコミュニティが関心をもったきっかけをみると、厚木
市は住民の体感治安感の低さ、甲賀市は市が主催した行事における参加者の死亡事故の経験か
ら事故予防の強化など、従来からあった安全課題の解決方策として SC に関心をもったケース
と、松原市、久留米市、北本市、鹿児島市のようにまちづくりの視点から関心をもったケース
がみられる。

初期は、SC に関する情報は限られており、都道府県レベルからの紹介や情報提供によって
SC に対する関心をもった。しかし、いくつかの事例がでてくると、ウェブサイト等での情報
発信も行われるとともにメディア等で取り上げられるようになったことから情報収集も可能に
なり、紹介以外の方法で関心をもつ事例が増えてきている。

次に、SC に取り組んだ理由（動機）についてみてみる。SC は、WHO が傷害及びその要因
となる事故等を健康課題として認識したことから始まったこともあり、傷害の減少はもっとも
基本的な目的として設定されている。日本においても、傷害予防を進めることで住民の健康増

表 2　セーフコミュニティ導入の経緯ときっかけ

SC 導入の経緯 まちづくりの視点から
関心を持つ

特定の課題への対策として
関心を持つ

他の自治体等から
の紹介・情報提供
による

都道府県
レベル

①亀岡市（2006 年 7 月）
　［京都府から］
④箕輪町（2009 年 12 月）
　［長野県警から］
⑥小諸市（2010 年 3 月）
　［長野県警から］

②十和田市（2007 年 4 月）
　［保健所から］
　［課題］自殺率の高さ

市町村
レベル

⑤豊島区（2010 年 2 月）
　［箕輪町から］
⑫秩父市（2012 年 11 月）
　［豊島区から］

他の自治体などからの
紹介・情報提供によらない

⑧松原市（2011 年 5 月）
⑨久留米市（2011 年 7 月）
⑩北本市（2012 年 1 月）
⑬鹿児島市（2013 年 1 月）

③厚木市（2008 年 1 月）
　［課題］体感治安の低さ
⑦横浜市栄区（2010 年 3 月）
　［課題］傷害予防
⑪甲賀市（2012 年 7 月）
　［課題］事故予防・危機管理

出典：筆者作成
注）1．①～⑬は、着手した順番　2．（　　）内は、公式に SC に着手した時期
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進及びそれに伴う医療や介護にかかる費用の軽減が期待できると認識されている。
その一方で、申請書等の書類には、健康課題の解決に加えて、「地域の協働・助け合いの仕

組みの構築」や「地域力の向上」、そして、近年では「取組みの評価手法の導入」などが SC
に取組む動機として打ち出されている。表 3 にみられるように、「協働の仕組みづくり」は、
全てのコミュニティが取組む理由として挙げている。また、「地域の絆」や「コミュニティの
再生」、「評価の仕組み・根拠ある取組みの推進」についても約半数が掲げている。一方、SC
の基本的な目的である「傷害の減少」それに伴う医療費等の軽減については、課題として認識
しつつも、一次的目標として挙げているコミュニティは比較的少ない。また、安全の代名詞の
一つともいえる治安に関しては、厚木市のみが挙げている。

表 3　セーフコミュニティを導入した動機（期待する効果）

コミュニティ名

協
働
の
仕
組
み
づ
く
り

市
民
参
加
の
促
進

地
域
の
絆
づ
く
り
・

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
生

評
価
の
仕
組
み
・

根
拠
あ
る
取
組
み

地
域
力
の
向
上

傷
害
の
減
少

医
療
費
等
へ
の

負
担
の
軽
減

体
感
治
安
の
向
上

13 1 8 6（7） 4（5） 5 3 1

京都府亀岡市 ○ ○ （○） （○） ○

青森県十和田市 ○

神奈川県厚木市 ○ ○ ◎ ○ ◎

長野県箕輪町 ○ ○

東京都豊島区 ○ ○ ○ ○ ○

長野県小諸市 ○ ○ ○ ○

神奈川県横浜市栄区 ○ ○ ○ ○

大阪府松原市 ◎ ○ ◎

福岡県久留米市 ○

埼玉県北本市 ○ ○ ○ ○

滋賀県甲賀市 ○ ○

埼玉県秩父市 ○ ○ ○ ○ ○

鹿児島県鹿児島市 ○ ○

出典：認証自治体については申請書の「取組の経緯」、認証前の自治体については SC 活動に関する説明資
料をもとに筆者作成。

亀岡市の（　）内は、京都府からの資料における記載。また、◎は、特に強調されている項目
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3-3　セーフコミュニティの推進体制
SC を推進する体制については、2008 年に WHO CCCSP によって出されたガイドラインに

その大枠が示されている 8）。まず、コミュニティにおける安全に関する各種組織の代表から構
成され、SC 活動の方向性を協議・決定する Reference Group（日本においては SC 推進協議
会）が設置される。地域の住民や組織などの有志が集まって活動が始まる台湾等とは異なり、
日本では行政によって導入されることからその代表は首長が務めている。委員会の構成は、警
察や消防、保健所など行政関係者をはじめ、交通安全協会など安全にかかわる組織の代表から
なる。その規模はコミュニティによって異なり、約 30～100 人と幅広い。委員数に差が生じて
いるのは、コミュニティの規模ではなく、自治体合併の有無や推進協議会の機能に対する考え
方などによる。例えば、過去に合併の経験があるコミュニティにおいては、合併前に各自治体
に設置されていた組織が現在も統合されずに継続している場合は、それらの代表がそれぞれ委
員となっている。また、より多くの組織が推進協議会に加わることで、SC の認識と活動のす
そ野を広げたいと考える場合と、より効率的に推進協議会を運営するために委員数を小規模

（30~40 人程度）にしておく場合がみられる。

推進協議会のもと、重点課題等に対して具体的な対策を講じるのが Taskforce group あるい
は Working group（日本では、対策委員会等）である（図 1）。2008 年に出されたガイドライ
ンにおいては、11 分野（①交通安全、②家庭の安全、③労働安全、④スポーツ・余暇の安全、
⑤学校の安全、⑥公共の安全、⑦子どもの安全、⑧高齢者の安全、⑨犯罪・暴力予防、⑩自殺
予防、⑪外傷発生動向）が事例としてあげられており、そのなかから 6 分野前後の対策委員会
が設置されるケースが多いと紹介されている 9）。

日本においては、これに従って 6 前後の委員会を設置する場合が多くみられる。なかでも、
子ども、高齢者、交通事故、自殺は全ての自治体において設置されている。一方で、厚木市、
豊島区、久留米市など人口規模が比較的大きなコミュニティにおいては、課題を細分化する傾

図 1　基本的なセーフコミュニティ推進体制
出典：筆者作成

セーフコミュニティ組織 

市町村行政組織 

推進協議会長             調整 

調整（事務局）

連携・連動 
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向がみられ、最も多い豊島区では 10 の対策委員会が設置されている（表 4）。
これらの対策委員会の構成員は、だれでなくてはならないという決まりはないが、その活動

は推進協議会と同様に分野や組織を超えた協働が基本であるため、「行政組織」「地域組織・団
体」加えて「専門組織」から選出された 10～15 人前後で構成されている。

行政組織としては、一般行政や警察等から対策委員会が担当する重点課題に関連する部課の
代表、地域組織は、地域課題をよく知っている自治会・町内会などの地縁組織、民生委員・児
童委員連合会等、そして特定課題に対して従来から活動している組織・団体の代表である。ま
た、状況に応じて加えられる専門組織とは、大学の研究者や専門職など、課題に対して専門的
な知識や経験を有する個人や組織などである。

対策委員会に加えて、地域課題を把握し、取組みの成果を評価・測定するとともに、根拠あ
るもの（evidence based）にするために傷害等の発生動向をモニタリングする外傷サーベイラ
ンス委員会が設置されている。基本的には、地域で発生する傷害及びその原因となる事故等に

表 4　対策委員会の設置状況

亀岡市 十和田
市 厚木市 箕輪町 豊島区 小諸市 横浜市

栄区 松原市 久留米
市 北本市 甲賀市 秩父市 鹿児島

市

対策
委員
会数

7 8 8 5 10 5 7 6 8 6 5 7 7

子ど
も

○乳幼児
○学校 ○ ○ ○ ○子ども

○学校 ○ ○ ○ ○学校 ○ ○ ○ ○子ども
○学校

高齢
者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

交通
事故 ○ ○ ○ ○ ○自転

車利用 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

労働
安全 ＊ 1 ○交通

○自転車

○くら
し安全

余暇
安全 ○ ○ ○家庭・

余暇 ○ ○自然

犯罪 ○ ○ ○繁華街 ○ ○ ○ ○

災害
対策 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

自殺 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

暴力 ＊ 2

○児童
虐待

○ DV
予防

○児童
虐待

○児童
虐待

○ DV
予防

○

その
他 ○障害者

＊ 1：組織改革によって自殺対策と統合した後独立
＊ 2：高齢者と子どもの安全対策委員会に分かれて統合した後独立
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関する記録を有する警察（犯罪や交通事故、自殺に関する記録）や消防（救急搬送に関する記
録）、保健所のほか、医師会や歯科医師会などが医学的な視点から関わる。さらに、自治体に
よっては大学等の研究機関から専門的なアドバイスを得るために研究者を加えている場合もあ
る。

これらの SC の体制を行政による施策と連動させるため、行政内においても分野横断的な体
制を整えている（表 5）。その設置は、必須ではなく、先述のガイドラインで示されているわ
けではないが、行政のリードによって SC を進めている日本では、行政内での連携と政策との
連動性を確保するために独自に設置されている。

多くのコミュニティにおいては、部長級からなる「推進本部会議」や「検討委員会」、が設

表 5　行政内の体制

庁舎内連携推進・
施策への反映

対策委員会運営
事務・調整 SC 担当課 特徴等

亀岡市 推進本部（部長） ─

①企画課 / 企画政策課→②ビ
ジョン推進課 SC 係→③政策推
進室安全安心まちづくり課 SC
推進係

十和田市
（2009 年時点）プロジェクトチーム（安全安心
主要課）

（2013 年現在）SC 検討委員会（課長）

①民生部生活環境課 SC 推進室
→②まちづくり支援課 SC 推進
係

厚木市 検討委員会（－） 作業部会（－）
①協働安全部生活安全課 SC 担
当→②危機管理部 SC 推進課
SC 推進係

箕輪町 検討委員会（課長）　 　作業部会（係長） ①総務課総務広報係→
②総務部危機管理・SC 推進室

豊島区 推進本部（部長） ─ 政策経営部 SC 推進室

小諸市 検討委員会（部長） 作業部会
（課長・係長） 総務部総務課総務防災係 市職員有志によるサ

ポーター会議を設置

横浜市栄区 推進会議（－） 栄区役所総務課 SC 係

松原市 推進本部
（部長） ─ 総務部市民安全課 SC 係

久留米市 推進本部会
（部長）

推進調整会議
（次長・事務局担当課長）

推進事務局会議
（対策委員会等の実務者）

協働推進部安全安心推進課

北本市 推進本部
（部長）　 検討委員会（課長）

①市民経済部くらし安全課→
②総合政策部協働推進課 SC 担
当

対策委員会に公募で市
職員を加える

甲賀市 推進本部会議
（部長）

推進調整会議（課長）
ワーキンググループ

（市長直轄組織）危機管理課
安心安全係

秩父市 ─ ─ ①市長室地域政策課→
②総務部危機管理課 SC 担当

鹿児島市 検討委員会 作業部会 危機管理部安心安全課

出典：亀岡市から久留米市までは SC 認証申請書、北本市以降については対策委員会資料をもとに筆者資料
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置され、行政内の分野を超えた連携を確保し、SC の取組みを行政施策に反映させる役割を
担っている。また、各対策委員会の活動と連動し、その調整及び運営を行う課長あるいは係長
級からなる「作業部会」等が設置されている。

加えて、SC 活動全体をとりまとめ、調整を行う SC 事務局が行政内に設置されている。SC
は分野横断的な活動であるため、分野をまたいで調整しやすい部課に事務局が設置される傾向
にある。自治体によって異なるが、大きくは「企画・政策」、「危機管理」そして「総務」に分
類される。企画・政策に属するのは、亀岡市・豊島区・北本市、危機管理に属するのは厚木
市・箕輪町・甲賀市・秩父市・鹿児島市、総務に属するのは、小諸市・横浜市栄区・松原市と
なっている。また、十和田市や久留米市のようにそれ以外の部に属するケースもあるが、いず
れも SC 事務局は、「協働」や「まちづくり」を担当する課や係に設置されている。

これらの組織に加えて、小諸市や北本市のように、対策委員会に対応する部課の職員以外で
も参画できる仕組みとして「庁舎内サポート会議」や「対策委員会への職員公募制」を設置し
ているケースもみられる。これは、行政の SC 担当者が数年後に異動しても引き続き SC に関
わることができるとともに、SC に関心をもつ職員が所属に関係なく SC に参画できるように
することを目的としている。

3-4　安全向上に向けた取組み
これらの体制のなかで、どのような取組みが展開されているのかみていく。基本的に、重点

課題に対して対策委員会を設置し、課題ごとに取組みを展開しているが、コミュニティによっ
ては、それに加えて特定の地域をモデル地区として設定したり、特定の組織を活用したりする
などの工夫もみられる。

〔対策委員会による課題ごとの展開〕
まず、対策委員会の取組みをみていく。基本的には、対策委員会ごとに「地域の安全診断」

→「課題の抽出」→「取組みの企画」→「取組みの実践」→「成果の測定・評価」→「取組み
の改善」というサイクルを構築し、運営する。いわゆる「PDCA サイクル」を構築するのだ
が、Plan（企画）の前に地域の安全課題を的確に把握するための「安全診断（See）」を行う
ことが重要とされており、「S（See）＋ PDCA」のサイクルが機能することが求められている

（図 2）。
各対策委員会は、それぞれに重点課題を設定し、それに対して取組みを企画し実践する。ほ

とんどのコミュニティが、対策委員会ごとに 2～3 の重点課題を設定しており、その各課題に
対して 2～4 の取組みを企画・実践している。ここでいう「取組みの企画・実践」とは、必ず
しも取組みを一から始めるのではない。日本においては、従来から様々な事業や活動が展開さ
れている。行政をはじめ地域の団体・組織・個人等が個々に実施してきた事業や取組みを精査
し、改善・変更し、組み合わせることで課題により見合ったものにしていくことがここでいう
企画及び実践である。
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SC の 取 組 み は、3E（Education： 教 育・ 啓 発、Environment： 環 境、Enforcement： 規
制）10）の視点から分類されるが、日本のコミュニティにおいては、この中でも Education、つ
まり人にアプローチし、本人の能力を高めようとする取組みの割合が高い。例えば、高齢者の
転倒による受傷を予防するために、物理的な生活環境の改善よりも、転倒予防体操などを通し
て本人のバランス能力や筋力の低下を予防しようとする傾向がみられる。一方、Environment

（環境）に対するアプローチについては、費用を要する大規模な介入を想定する傾向にある。
加えて、事務局を担う行政側も対策委員会のメンバーの間にも、環境への大規模な介入は行政
の役割であり、それに要する費用についても行政が負担するという意識があることから、そこ
には対策委員会としては関与せず、より低価格での介入が可能なソフト面での取組みに偏る傾
向にある。

しかし、SC における Environment（環境）へのアプローチは、必ずしも費用を要する大規
模な環境改善を意味しているわけではない。例えば、交通事故予防のために多額の費用を投じ
てガードレールや信号機を設置するだけではなく、見通しが悪い交差点にあるカーブミラーが
曇っていたり、設置している位置が高すぎたり、方向が適切でない場合、それを磨いたり、位
置を修正したりすることも環境改善である。

このように、対策委員会では、必ずしも新しい取組みや事業を始めるのではなく、まず既存
の取組みを検証し、より効果的に機能するための改善方法を検討する。また、これまで関係組
織や団体が個々に実施してきた取組みに横ぐしを通し、連携・協働して実施することでより効
果的・効率的な展開を試みている。加えて、それら取組みによる成果の測定及び評価の仕組み
を設定して、進行管理を行う。

〔対策委員会以外の取組み〕
対策委員会における重点課題に焦点を当てた取組みと並行し、特定の地域をモデル地域に設

定し、その住民によって先述の「S+PDCA」サイクルを構築・運営する試みもみられる。
まず、亀岡市では、篠町をモデル地区に設定し、取組みを展開した。篠町では、自治会を中

図 2　取組みの進め方
出典：筆者作成

Check
④成果の
測定・評価

Plan
②取組の企画

Act（ion）
⑤取組の改善

See
①安全診断
（課題把握）

Do
③取組の実践
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心に住民たちがワークショップを通して地域の課題を洗い出し、その対策をアクションプラン
にまとめ、そのプランに基づいて取組みを実施してきた。このモデル地区単位の取組みは、続
いて、「川東」とよばれる 5 つの自治会地区（馬路、旭、千歳、河原林、保津）においても展
開されている。これらの地域での取組で有効性がみとめられかつ普及が可能なものは、市全域
での実施へとつなげている。

このようなモデル地域を設定する試みは、他にも厚木市や箕輪町、鹿児島市にもみられる。
厚木市では、SC 活動は従来からの地域で展開されている安全活動の延長線上であるという意
識を広げるため、従来から防犯対策などに活発に取組んでいる複数の地域を「モデル地区」と
して認定している。また、箕輪町においては、北小河内地区が町に申し出てモデル地区となっ
た。当地域は、2006 年に豪雨による土砂災害を経験し、安全の確保と地域レベルでの共助の
重要性を体験していた。そのため、箕輪町が SC に着手した際に、SC の協働の理念に共感し、
率先して自治会地区単位での導入を申し出た。自治会をはじめ地域の組織や団体による「北小
河内地区セーフコミュニティ協議会（KSC）」が組織され、ここが中心となって S+PDCA サ
イクルを構築し、各種取組みの企画・運営、その成果の評価等を行っており、箕輪町の SC 活
動をけん引している。現在、箕輪町ではこの仕組みが他の自治会にも普及しつつある。また、
鹿児島市の場合は、市域が広く、また地域によって地域の特性等も異なるため、重点課題に応
じてモデル地区を設定し、モデル地区での実践経験をもとに市域全体に活動を広げる試みを
行っている。

一方、十和田市においては、市民有志による「セーフコミュニティ十和田を進める会」が、
十和田市行政が正式に SC に取組む前から積極的に SC の理念に基づいた活動を進めている。
2009 年の十和田市の認証までは「セーフコミュニティ十和田を実現する会」として十和田市
の取組をけん引し、認証後は、名称を「すすめる会」に変え、引き続き推進協議会や対策部会
等のメンバーとして十和田市の SC を支えている 11）。

また、豊島区では、年齢や使用目的によって利用に制限のあった既存施設を地域の多様な活
動の拠点として小学校区単位で再編した「区民ひろば」を「セーフコミュニティステーショ
ン」と位置づけ、ここで重点課題に関する情報提供、各対策委員会で企画された学習会や相談
会などをはじめとする取組みを行っている。

3-5　セーフコミュニティ活動による変化
このように次第に広がっている SC 活動であるが、その導入によってどのような変化がみら

れるのだろうか。亀岡市における SC 導入を支援した京都府は、期待できる成果として 4 点
（①地域のイメージアップ、②地域の再生、③外傷や事故の減少、④医療費等の削減）をあげ
た（2006 年）。これらは、正式に SC に取組んでいる 13 のコミュニティが SC に着手した動機
とも重なる部分が多く、期待できる成果としても提示されている。

では、現時点で、各コミュニティにおいてどのような変化がみられるだろうか。まず、SC
の基本的な目的である「安全・安心の向上」、そして SC に取り組んでいる全てのコミュニティ
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がその動機として示した「地域の協働」、そして京都府が提示し、多くの自治体が期待してい
る成果として挙げている前述の①～④をあわせた 6 項目についてみてみる（表 6）。

［安全・安心の向上］
まず、安全・安心の向上についてみると、亀岡市及び箕輪町において住民に対して実施され

たアンケート調査の結果をみると、自分が住む地域を安全・安心と感じる住民の割合は SC 導
入後増えていることが確認されている 12）。また、厚木市については、住民の体感治安感が SC
を導入した後に向上している。

［イメージアップ・認知度向上］
コミュニティのイメージアップについては、具体的に検証している事例はみられないが、

SC に取組む全コミュニティにおいて SC に関する問い合わせや視察が増えている。例えば、
亀岡市においては、2008 年の最初の認証以来 2013 年までの間に約 200 団体、3000 人を超える
視察を受け入れてきた。他のコミュニティにおいても同様に視察依頼がきており、世界基準の
安全なまちづくりに取組んでいるコミュニティとしての認知度が高くなっている。特に、東日
本大地震の後は、地域活動あるいは地域力という視点から注目度が高くなっているという 13）。

表 6　SC活動による変化（2013 年 11 月現在）

①
安
全
・
安
心

向
上

②
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ

プ
・
認
知
度
向
上

③
地
域
再
生
（
活

性
化
）

④
外
傷
の
減
少

⑤
医
療
費
等
の

削
減

⑥
分
野
横
断
的
な

協
働
・
連
携

その他
研
究
機
関
等

と
の
連
携

亀岡市 ○ ○ ○ ○ ─ ○ ○ 包括的な安全関連データの収集・分析
保育園・学校との連携（ISS）

十和田市 ─ ○ ○ ─ ─ ○ ○ 包括的な安全関連データの収集・分析

厚木市 ○ ○ ○ ─ ─ ○ ○ 包括的な安全関連データの収集・分析
学校との連携（ISS）

箕輪町 ○ ○ ○ ─ ─ ○ ○ 包括的な安全関連データの収集・分析
学校との連携

豊島区 ─ ○ ○ ─ ─ ○ ○ 包括的な安全関連データの収集・分析
学校との連携（ISS）

小諸市 ─ ○ ○ ─ ─ ○ ○ 包括的な安全関連データの収集・分析

横浜市栄区 ─ ○ ○ ─ ─ ○ ○ 包括的な安全関連データの収集・分析

松原市 ─ ○ ○ ─ ─ ○ ○
包括的な安全関連データの収集・分析
医療機関との連携（防災訓練）
学校との連携

久留米市 ─ ○ ○ ─ ─ ○ ○ 医療機関との連携
包括的な安全関連データの収集・分析

出典：筆者作成
注）ISS とは、SC の学校版である「インターナショナルセーフスクール」の略称である
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［地域の再生（活性化）］
地域の再生については、何をもって「再生」とするかによって評価は異なるが、ここでは地

域のつながりが強化され、地域の活動が活発化するととらえる。SC 活動を通して、それに関
わる地域の各種団体の活動量・活動頻度は高まり、つながりは深まっている。例えば、地域の
各種団体が参加する対策委員会は、認証までは毎月あるいは隔月、認証後は 3~4 か月ごとに
開催される。そこでは、団体や個人同士の新たなつながりが生まれている。また委員会活動を
通して、それまでの事業や活動がより効果的・効率的に展開されるように改善され、変化が加
えられている。

また、モデル地区を設定することによって、自治会などの単位での新たな活動が始まってい
る（亀岡市、厚木市、箕輪町）。また、市民自らが組織を立ち上げたり（十和田市）、既存の活
動拠点に新たな役割を持たせたりする（豊島区）事例がみられる。このような活動によって、
これまでなかなか進まなかった地域の見守り体制の構築や災害時の要援護者台帳の作成が SC
活動の一環として進んでいる。

［傷害の減少］
受傷件数の変化と SC 活動との相関関係をみるためには、5~10 年のデータの蓄積が必要で

あるといわれているが、十分な実績とデータを有している自治体はまだ少なく、亀岡市でよう
やく分析可能なデータが蓄積されてきた状況である。亀岡市における取組みとその対象となる
需要要因をみると、リスク要因が改善されたことで、受傷件数が減少している事例が報告され
ている。例えば、乳幼児のへの取組みを展開した結果、受傷件数が減少したことが報告されて
いる 14）。

［医療費等の削減］
続いて、医療費等の削減については、いずれのコミュニティからもまだ報告はなされていな

いが、松原市や小諸市においては、小学校で発生した傷害についてスポーツ振興センターに提
出している書類をもとに分析を進めている。現時点では、SC 導入前及び導入直後の時期の
データしかないため、今後の取組の推進に合わせて引き続きデータを分析し、その動向を確認
することが必要となる。

［地域の協働］
最後に分野横断的な協働についてみると、指標 1 で示される通り、推進協議会や対策委員会

は、分野横断的な組織であることが基本であることから、全てのコミュニティにおいて分野を
超えた多様な組織・団体が一堂に会する機会が設けられている。特に、対策委員会において
は、定期的に議論し、共に活動を展開することから、これまで個々に対応してきた課題に協働
で取組む機会が生まれている。特に、従来から分野横断的な連携のもと推進することが求めら
れていた自殺対策や DV をはじめとする虐待予防対策については、保健分野がその必要性を説
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いていても、なかなか包括的な体制が整わない場合もあったが、SC 活動のなかで対策委員会
を通して関連機関との連携の体制づくりが進んだという事例もみられる。

また、行政内の縦割り体制にも変化がみられる。日常業務における縦割りの壁は相変わらず
厚いといわれているが、SC 導入を機に庁舎内での部課を超えた調整の場が設けられ、重点課
題ごとに関連部課が連携して対応・調整する機会が設けられている。

加えて、取組みの科学的「根拠（エビデンス）」を確保するため、大学など研究機関や医療
機関等との連携がみられるようになったことから、取組みの成果を測定・評価し、根拠あるも
のにすることが可能になってきた。

さらに、従来から消防署（救急搬送データ）や警察（交通事故、犯罪、自殺関連データ）、
保健担当部課（外的要因による死傷データ等）などをはじめとする複数の組織において個別に
受傷動向に関するデータを収集しているが、これらを包括的に分析し、コミュニティとしての
課題を検討し、対策を講じることができるようになった。

第 4章　考察

日本では、この 7 年ほどの間に SC の周知が進み、SC 活動を導入する自治体、関心をもつ
行政・警察・地域組織などが増えてきている。しかし、多く場合、「SC の理念は共感できる
が、実際に着手した場合、具体的に何をすればよいのか」という疑問を拭えないでいる。確か
に、SC 活動については、その理念は示されていても、実践については 7 つの指標とその解釈
が示されたガイドラインがあるのみで具体的に何をすればよいのかを示すマニュアルなどはな
い。それは、世界の様々な環境・制度・文化にあるコミュニティが SC を導入できるように普
遍化されているためであろう。そのため、コミュニティは各々の実情に応じて 7 つの指標に
沿った実践を重ねていく。日本においても、亀岡市が取組むまで事例はなく、海外の事例を参
考にしつつ手探りで始まった。しかし、この数年で SC に取組むコミュニティは 10 を超える
ようになった。それらコミュニティが置かれる環境や状況は多様であることから、7 つの指標
に基づいた実践の内容や方法も同じではない。しかし、そのなかで SC に取組むコミュニティ
に共通する導入の動機として、まちづくりに向けた「協働体制」と評価の仕組みを取り入れた

「包括的・体系的な推進手法」が見えてきた。また、SC 活動を推進するにあたって、現時点で
の以下の成果と課題がみえてきた。

4-1　SC導入による現時点での成果
［協働体制の構築］

2013 年 11 月末現在、13 コミュニティが SC を公式に導入しているが、その背景には、地域
の安全向上による傷害予防はもちろんであるが、地域の協働によるまちづくりや希薄化してい
る地域の絆を深めるための有効な手法としての期待がある。とりわけ、2011 年 3 月の東日本
大震災によって、地域のつながりや（行政による公助だけに頼るのではなく）地域の共助を強
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化することの重要性が見直されており、その視点から SC への期待が高まっている。実際、SC
活動は、7 指標に沿って進められるが、その中に、まず「分野横断的な協働・連携の仕組みの
構築」が示されており、SC を導入することで協働・連携の場を整えることができる。そのた
めこれまで各組織・団体あるいは個人が個別に「点」として展開してきた取組みが結びつき、

「線」や「面」での展開が可能になる。地域の住民や行政を含む各種組織・団体の接点が増え
ることでより多くの情報が共有され、取組みにおけるつながりが増えていくことで、より効果
的・効率的な課題へのアプローチが可能となっている。

［包括的・体系的に取組みを進める仕組みの構築］
また、SC の指標に基づいて進めるなかで、地域の優先的な安全課題を把握し、その解決に

向けた効果的・効率的な取組みを展開し、さらにその成果をチェックする包括的かつ体系的な
取組み推進の枠組みが構築される。行政においては、従来から様々な事業が実施されており、
それらを評価する仕組みも存在する。また、地域の活動に関しても、それぞれの実施団体・組
織において活動評価はなされているだろう。しかし、地域課題に対する対策を「コミュニ
ティ」として包括的に企画・実践し、それを評価する仕組みはなかった。例えば、交通事故に
は、従来から警察・行政・市民団体・地域など様々なアクターがそれぞれに「点」で対策を講
じている。また、取組みの評価についても、事業や組織ごとに実施しており、実際に交通事故
が減少した場合、どの対策が効果的であったのかは明確にしにくい。しかし、コミュニティで
SC 活動を進めるに当たっては、各アクターがもつ課題や対策などの「点」の情報や取組みが
共有されることで、「線」や「面」としてのアプローチが可能になる。また、取組みによる効
果の測定や評価も「線」や「面」として展開することができる。包括的かつ体系的に推進する
ことが可能となれば、取組み間の重複や片寄りを解消でき、効率的な展開につなげることがで
きる。

4-2　SCを推進するにあたっての課題
このように、SC によって協働の体制や包括的・体系的な取組みを進める仕組みが整う一方

で、従来の安全なまちづくり等とは進め方が異なるゆえのいくつかの課題も明らかになってき
た。

［明確になりにくい従来からの取組みとの相違点］
SC 活動は対象範囲が非常に広く、全ての住民が生まれてから亡くなるまでの全ての生活場

面・環境・状況を対象とする。日本においては、安全に関してはほとんどの分野において制度
が整っており、数々の事業が実施されている。そのため、SC 活動を進めるにあたっては、新
たな制度や取組みを始めるというよりは、既存の資源を活用しつつ課題に対応することとな
る。つまり、地域の安全診断を行い、優先課題を設定した後は、既存の取組みで十分に対応で
きているのか、成果を生んでいるのかを検証し、不十分な部分に対して既存の取組みを組合わ
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せたり、改善したりして対応する。これら一連の仕組みとそのための協働体制こそが SC 導入
の成果ではあるが、それらは一見で認識できるものではない。SC による変化を確認しにくい
ことは、SC の周知・啓発を難しくしており、「地域における SC の普及啓発に時間を要する」

（十和田）、「タテ割の行政体制のなかでは、分野をまたぐ SC を位置づけしにくく、内部での
認知度も高まりにくい」（豊島区）という悩みにつながっている 15）。

［成果の可視化］
SC 活動の成果としてもっとも明確にしやすいのは、外的要因による死傷者数及びその原因

となる事故等の発生件数の減少とそれに伴う医療費・介護費等社会保障費の軽減である。しか
し、SC 活動が不慮の事故やそれによる傷害、自殺・暴力などの発生に与える影響を検証する
ためには何年にもわたる実績と関連データの蓄積が必要である。しかし、行政が SC 活動を主
導し、その財源を担っている日本においては、議会等に対して SC 活動にかかる費用とそれに
見合う成果をより短期間で測定・評価し提示することが求められる。そのため、「再認証まで
の 5 年間では十分な成果が表れにくい」（十和田市）、「目に見えた成果が短期的に表れにく
い」（厚木市）、「成果がすぐに数字として表れない」（小諸市）、「財政的な説明も含め、予防効
果を評価するための研究が必要」（豊島区）といった課題が挙げられている 16）。

［持続性の確保］
コミュニティが SC 認証後に共通して直面する課題は、継続性の確保である。他国でもそう

だが、最初の認証までは行政も地域も「認証」という目標に向かって一丸となって取組むが、
認証されるとその活動はスローダウンする傾向がみられる場合が多い。特に日本では行政が事
務局を担っているため、担当者の数年ごとの異動は、その後の活動に影響しがちである。さら
に、行政では「認証されたのだから」ということで担当事務局の規模と予算が縮小される傾向
にある。

このように、認証が事業としての一区切りになりやすいなか、行政においては、SC 活動の
推進を行政計画や条例に位置付けることでその継続性を確保しようとしている。例えば、総合
計画や振興計画といった行政基本的計画の中に SC の推進を位置付け、長期間にわたる取組み
として位置付けている。また、小諸市のように既存の安全なまちづくり条例を改訂して SC の
推進を盛り込んだり、厚木市のように新たに「SC 条例」を制定する事例もみられる。また、
横浜市のように行政区であるためにこれらの方法が困難な場合は、独自に行動計画を策定して
いる場合もある。

一方で、住民の関心・関与をいかに引き続き向上あるいは維持させていくかも課題となって
いる。亀岡市や箕輪町が実施した SC に関する住民アンケート調査の結果によると、SC 認証
を経てその認知度は高まったが、関心の低下がみられた。一方、「SC に関する情報発信が十分
でない」「十分な周知がなされていない」という指摘がなされた。この背景には、取組みその
ものが減退しているわけではなく、認証後に行政内の体制や予算が縮小され、以前ほど周知・
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広報が行われないことがある。それが、「行政は、以前ほどやる気がない」、「そもそも認証さ
えされればよかったのではないのか」という印象を与える。また、発信する情報量が減ると、
その分だけ住民は活動が見えなくなるので、結果として SC はどこか知らないところで行われ
ている活動となり、関心を失ってしまうのである。

同アンケート調査の結果によると、SC を知っている住民は、SC に賛同し、活動にも肯定的
な傾向にあることから、引き続き SC 活動を活発に展開していくためには、認証後の SC 活動
の進捗状況や参加方法などに関する活発な情報提供が重要になる。

これら 3 つの課題は、それぞれ独立しているのではなく、互いにつながっている。SC 活動
の特徴、つまり既存の取組みとの違いを明確にできないこと、また、取組みの成果を効果が反
映されるまでに時間を要する死傷者数などの統計データだけに頼って測定しようとすると、地

表 7　行政計画等におけるSC活動の位置づけ

行政計画における位置づけ その他

亀岡市
第 4 次総合計画「夢ビジョン」の 8 つの基本方針の一つ
として「SC 推進」を設定。また、前期基本計画におい
て、SC 関連に関して 6 施策を掲げる

─

十和田市 ─ ─

厚木市 新総合計画（基本構想）のまちづくりの目標及び基本計
画の基本政策の基本施策として「SC 推進」を掲げる

「セーフコミュニティ条例」を制定
（平成 2012 年 10 月 11 日公布）

箕輪町 箕輪町第 4 次振興計画におけるまちづくりの柱の施策の
一つに「SC を目指した全町横断的な活動」を明記

豊島区 豊島区基本計画の計画改定に際して、「安全・安心創造
都市づくり」の推進力として位置づける

認証に伴い、豊島区自治の推進に関する基本条
例において、SC 活動をまちづくりの長期的な
規範として位置づけると宣言予定（2011 年）

小諸市 小諸市総合計画における「安全で安心な暮らしやすい街
づくり」の柱として SC を位置づける

既存「小諸市安全で安心なまちづくり条例」を
改正し、SC の実現を盛り込む

横浜市栄区 栄区 SC 活動を推進するための行動計画を策定（5 か年
計画） ─

松原市
松原市第 4 次計画基本構想（8 年）における基本目標に
向けた基本計画（8 年）において、基本的施策の一つと
して SC の推進を掲げる

─

久留米市
久留米市新総合計画で示す都市づくりの理念や目指す都
市像の実現に向けた手法として SC に取り組む

（計画に SC は具体的に位置づけられていない）
─

北本市 第四次北本市総合振興計画後期基本計画の将来都市像に
向けた政策の一つとして SC 推進を掲げる

甲賀市 ─ ─

秩父市 ─ ─

鹿児島市 鹿児島市新総合計画における基本理念及び目指す都市の
姿の実現に向けた手法の一つとして SC を位置付ける ─

出典：亀岡市から久留米市については SC 認証申請書、その他の自治体については SC 事務局が作成した資料をもとに筆
者作成
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域や行政内に SC の意義や進め方等について明確な説明ができず、行政内及び地域における周
知や理解が進まない。その結果、取組みの継続も難しくなっていくことにもつながる。

特に日本では行政のイニシアチブによって進められていることから、どうしても行政の視点
から SC 活動の意義や課題が議論されているが、今後は、地域住民や民間企業など他の側面か
らみた多面的な議論も重要となるであろう。

この数年の間、日本において SC 活動の実績が積みあがっていくなかで、SC 活動を通して
「分野横断的な協働体制」という環境と「包括的・体系的な取組み（S+PDCA サイクル）」と
いう手法が備わることが明らかになった。ただし、これらは地域の課題を地域で解決していく
ための要素であり、どのようにこれらを活用していくか、その能力が必要とある。つまり、対
策委員会やモデル地区といった協働が可能な環境において、いかに S+PDCA のサイクルを運
営していくかが重要になる。現時点においては、SC に取組んでいるどのコミュニティも、ま
だこれらを十分に機能させているとは言えず、これからの発展が期待される。

行政の SC 担当者によると、これまでも行政は協働推進に力を入れてきたが、どうしても
「行政が考える協働」になっていたという。行政がお膳立てした協働の場に、住民は行政の意
向にそった形で参加してきた傾向があるという。SC 活動では、住民は行政に協働の在り方を
一任するのではなく、まちづくりの主体者としての能動的役割を担う能力が求められる。

第 5章　結びにかえて

2013 年 11 月現在、日本では、13 コミュニティが SC 活動に公式に取組んでいる。それら
は、大都市から自然豊かな地方まで広く分布しており、その行政規模、財政状況、社会資源、
地域性も様々でありながら、それぞれの身の丈にあった取組みを進めている。本研究では、こ
れらのコミュニティを比較分析することによって、日本において SC 活動が担う役割と課題を
整理し、今後の展望について考察を加えた。

まず SC 導入の背景をみると、日本では、行政首長が SC 活動に着目し、行政のイニシアチ
ブによって導入・推進される場合が多い。導入の動機は、地域の安全安心の向上はもちろんで
あるが、SC 活動を通じた地域協働によるまちづくりの実現に向け、地域の絆の強化による

「地域力の向上」を期待している。また、近年の傾向として、「取組み成果の測定・評価の仕組
み」への関心もみられる。実際、SC 活動を進めているコミュニティをみると、認証を目指す
にあたっての条件となる 7 指標に沿って取組むなかで地域協働の「体制」と包括的かつ体系的
に対策を進め、成果を測定・評価する S+PDCA サイクルの「仕組み」が構築される。

一方、SC 活動を進めるなかでの課題もみえた。日本においては、行政が SC 活動に要する
費用を負担するとともに、多くの実務も担っている。そのため、SC 導入の意義を明確にし、
それらのコストに対する成果を行政の視点から定期的に確認しなくてはならない。しかし、既
存の事業や組織などを活用するため、外からは SC 活動導入による変化や SC 活動の特徴が見
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えにくい。また、「体制」と「仕組み」が構築され、活動が始まって間もない時点では、まだ
事故や死傷者数などの変化から成果を可視化しにくいという課題を抱えている。加えて、活動
のイニシアチブをとっている行政も担当の定期的な異動や体制・予算の縮小などのなか、認証
後の活動の継続性を確保する努力が必要となる。

このような状況において、今後は、SC 活動によって得られた体制と仕組みをどう機能させ
ていくかが重要になる。これらがうまく機能しないかぎり、SC 活動を導入する際に期待する

「地域力の向上」は望めない。まずは、これまでの、いわゆる「行政のお膳立てによる協働」
ではなく、コミュニティの構成員それぞれが主体者として、まちづくりを担っていくことが求
められる。それが地域の課題を解決する力（地域力）の向上につながり、傷害や事故等の減
少、より安全なまち、そして住民の生活の質の向上につながっていく。
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注

1 ）内閣府大臣官房政府広報室「安全・安心に関する特別世論調査」平成 16 年 7 月
「そう思わない」と答えた者（1,196 人）のその理由（複数回答可）の上位 4 項目は、「少年非行、引き
こもり。自殺など社会問題が多発している（65.8%）」「犯罪が多いなど治安が悪い（64.0％）」「雇用や
年金など経済的な見通しが立てにくい（55.6％）」「国際政治情勢、テロ行為などで平和が脅かされてい
る 51.4％」となっている。

2 ）WHO Collaborating Center on Community Safety Promotion, ホ ー ム ペ ー ジ〈http://www.ki.se/
csp/who_safe_communities_en.htm〉（最終アクセス　2013 年 10 月 25 日）
　A “Safe Community” can be a: Municipality; a County; a City or a District of a City working with 
safety promotion, Injury-, Violence- and Suicide- prevention and prevention of the consequences 
(human injuries) related to Natural Disaster, covering all age groups, gender and areas and is a part 
of an international network of accredited programmes.

3 ）WHO Collaborating Center on Community Safety Promotion ホームページ〈同上〉に記載されてい
る指標を筆者和訳。

「指標 4」が新たに加えられ、2012 年 1 月より指標は 6 から 7 となった。
4 ）”Manifesto for Safe Communities Safety- A Universal Concern and Responsibility for All” adopted in 

Stockholm 20 September 1989 sponsored by World Health Organization　pp.2-3
5 ）白石陽子「WHO「セーフコミュニティ」モデルの普及に関する研究」『政策科学』15 巻 1 号、立命

館大学、2007 年 10 月、29 頁
6 ）WHO Collaborating Center on Community Safety Promotion, The History Of Safe Communities, 

ホームページ〈http://www.ki.se/csp/who_introduction_en.htm〉（最終アクセス　2013 年 10 月 25 日）
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7 ）WHO Collaborating Center on Community Safety Promotion（SC 地域安全推進協働センター）に首
長名でセーフコミュニティとしての認証を視野に入れた取組みを展開する旨の書簡を提出した段階で正
式に SC に着手したとみなされる。

8 ）Ekman D., Svanström L., Guidelines for applicants to the International Network of Safe 
Communities and Guidelines for maintaining membership in the International Network of Safe 
Communities 2008, WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion

（白石陽子訳「セーフコミュニティ国際ネットワークへの申請及びメンバーシップ継続のためのガイド
ライン最終版」2008 年 11 月 13 日）

9 ）同上
ただし、2012 年に出されたガイドラインには、「外傷発生動向」がなく、「災害対策」「水の安全」「病
院の安全」が追加されている。

10）Environment の代わりに Engineering とする場合や Engineering を加えて 4E とする場合もある。
11）十和田市「十和田市セーフコミュニティのこれまでの取組みと推進計画」2009 年 6 月、7 頁
12）亀岡市「亀岡市篠町安全なまちづくり・セーフコミュニティに関する調査の結果（概要版）」2009 年

4 月 20 日
箕輪町「2013 年　第 2 回対策委員会資料平成 25 年箕輪町セーフコミュニティアンケート結果」2013 年
11 月 25 日

13）亀岡市セーフコミュニティ推進協議会「亀岡市セーフコミュニティ再認証申請書」5 頁　2012 年
14）亀岡市「亀岡市セーフコミュニティ再認証申請に係る現地審査　報告資料」2012 年 10 月
15）豊島区「セーフコミュニティ サミット（豊島）資料」2012 年 10 月
16）同上
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